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───────────────────────────────────────── 

午前１０時 １分 開会 

○議長（久保 玄爾君） おはようございます。 

 ただいまから平成１７年第４回防府市議会臨時会を開会いたします。 

───────────────────────────────────────── 

○議長（久保 玄爾君） 定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。

欠席の届け出のありました議員は、馬野議員であります。 

───────────────────────────────────────── 

会議録署名議員の指名 

○議長（久保 玄爾君） 本日の会議録署名議員を御指名申し上げます。１９番、原田議

員、２０番、河杉議員、御両名にお願い申し上げます。 

───────────────────────────────────────── 

会期の決定 

○議長（久保 玄爾君） 会期についてお諮りいたします。 

 今期臨時会の会期は、本日１日限りといたしたいと思いますが、これに御異議ございま

せんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（久保 玄爾君） 御異議ないものと認めます。よって、今期臨時会の会期は本日

１日限りと決定いたしました。 

 議事日程につきましては、お手元に配付しております日程に基づいて進行したいと思い

ますので、よろしく御協力のほどお願い申し上げます。 

───────────────────────────────────────── 

認定第２号平成１６年度決算認定について 

（一般・特別会計決算特別委員会委員長報告） 

○議長（久保 玄爾君） 認定第２号を議題といたします。本件については、さきの９月

定例会で上程され、一般・特別会計決算特別委員会に付託の上、閉会中に審査いただきま

したので、委員長の報告を求めます。弘中特別委員長。 

〔一般・特別会計決算特別委員会委員長 弘中 正俊君 登壇〕 

○８番（弘中 正俊君） 認定第２号平成１６年度決算の認定につきまして、去る１０月

１７日、１８日、１９日、２０日に委員会を開催し、審査いたしましたので、その経緯と

結果について御報告申し上げます。 

 本決算の認定につきましては、決算書並びに成果報告書を参考にしながら、各会計ごと
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にその執行状況等について審査を行ったものでございます。 

 初めに、一般会計決算の概要について申し上げます。 

 予 算現額４０８億３，２３１万１，９５１円に対して、収入済額は、４０２億

７，２７０万７，０１６円、支出済額は、３８２億７，５４０万８，４２９円となり、歳

入歳出差引額は、１９億９，７２９万８，５８７円の歳入増となっておりますが、繰越明

許費及び継続費繰越金として翌年度へ繰り越すべき財源、１億２，６０５万７，０２３円

を控除した実質収支は、１８億７，１２４万１，５６４円の黒字決算となっております。 

 次に、特別会計の概要につきましては、設置されている１２会計のうち、歳入歳出差引

額を翌年度へ繰り越しているものが５会計、歳入歳出額が同額となっているものが４会計、

差引歳入不足額を翌年度歳入の繰上充用金をもって補てんされているものが３会計となっ

ております。 

 それでは、主な質疑、要望等につきまして、各常任委員会所管ごとに御報告申し上げま

す。 

 まず、総務委員会所管につきまして御報告申し上げます。 

 主な質疑等につきましては、「実質収支が１８億円、単年度収支で５億２，０００万円

の黒字であり、昨年も１０億円を超える実質収支があったが、行政サービスを考えれば、

市民の要望にこたえる目先のきいた予算も必要ではないか」との質疑に対し、「１８億円

余りの実質収支が出ました要因は、経済状況等が非常に不透明な状況の中、実質的に税収

と地方消費税交付金が伸びたことと、行革効果による経費削減及び前年度の繰越金による

ものと分析しています。 

 予算につきましては、市民の皆様のすべての御要望に添えていないところもございまし

ょうが、例えば投資的経費等は年次計画に沿い、計画的に実施することを基本として、そ

の中で生じた入札差金等は次年度以降の財源として、特に利息を生むような債務をできる

だけ早く解消していくことが必要と考えています。 

 なお、実質収支の半分は基金に積み立てられることから、将来の大型事業に対応できる

体質づくりが可能となったと考えております」との答弁がございました。 

 また、「庁舎建設基金積立金について、最近は毎年１億円の積み立てになっているが、

現時点での基本的な考え方と見通しはどうか」との質疑に対し、「平成１２年に計画を立

て、平成１３年度から２５年度までに積み立て、２６年度に着手する当初計画ですが、平

成１３年度に３億円、それ以降は財源等から１億円ずつの積み立てで、当初の計画にはほ

ど遠い積み立ての状況でございます。しかしながら、昭和２９年に建てられた庁舎で、時

間的に余裕もないことから、今後、具体的に検討する必要があると考えております」との
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答弁がございました。 

 また、「委託料について、随意契約の場合は独占価格になっているのではないかという

懸念がある。委託料は予算全体に占める比率が１１．３％と大きな比重を占めており、本

当に妥当な金額なのか、中身をよく精査していただきたい」との要望がございました。 

 次に、教育民生委員会所管につきまして御報告申し上げます。 

 主な質疑等につきましては、「住民基本台帳の各種証明等取り扱い件数として、全体で

は２０万５，９４９件の取り扱い件数があるが、住基カードの交付が２０２件しかなく、

非常に少ないが、何が原因なのか。また、全国的に見て普及率はどのような状況なのか」

との質疑に対し、「住基カードの交付は、今現在では５１０件ございますが、主な利用方

法といたしましては、運転免許証等をお持ちでない高齢者の方が写真付きの住基カードを

身分証明書がわりに利用されているのが現状でございます。 

 住基カードはほかの目的での利用方法もありますが、一般行政機関の方で受け入れる体

制が十分整備されていないため、交付件数が少ないものと思われます。 

 なお、全国平均の普及率は、住民基本台帳人口に比べて０．３％で、防府市では

０．４４％となっております」との答弁がありました。 

 また、「社会教育施設費の工事請負費として約９００万円の不用額があるが、どのよう

になっているのか」との質疑に対し、「不用額の９０５万７，０００円のうち、主なもの

といたしまして、当初予定いたしておりました中関公民館の空調工事費６５０万円でござ

いまして、これは防衛施設仕様として調整に時間を要し、遅延したことで未執行になった

ものです。 

 また、華城公民館の雨漏り工事に伴う入札差金といたしまして、１６６万７，５００円

がございます」との答弁がありました。 

 次に、経済委員会所管につきまして御報告申し上げます。 

 主な質疑等につきましては、「農業公社負担金補助について、公社の受委託のあっせん

は当初計画どおりに推移しているのか。また、平成１６年度の実績はどのようになってい

るのか」との質疑に対し、「農業公社の受委託については、平成１３年度から平成１５年

度にかけては計画どおりか、やや少ないというところで推移しておりましたが、その後、

農業の衰退や耕作放棄地の増加等で伸び悩んでおり、平成１６年度は計画どおり進んでい

ない状況です」との答弁がございました。 

 次に、「新規就農者に対するいろいろな支援事業が実施されているが、平成１６年度に

ついては、どういう人が何人この事業の恩恵を受け、今現在、どうしているのか」との質

疑に対し、「平成１６年度につきましては、市外から２名の方を受け入れており、平成
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１７年度から就農されておられます。就農初期に必要なハウス施設等の経費につきまして

も助成を行っております。また、新規就農された方のうち１５名が認定農業者になってお

られ、大変熱心に農業に取り組んでおられます」との答弁がありました。 

 次に、建設委員会所管事項につきまして御報告申し上げます。 

 主な質疑等につきましては、「市民生活に密着したものに対する市民のニーズは非常に

強いにもかかわらず、道路、河川に充当された金額は、市全体の予算に占める割合として

低い。市民生活に密着するものをもっと充実していく必要があるのでは」との質疑に対し、

「市民生活に対する生活環境の整備には、より一層努めていきたいと考えております」と

の答弁がございました。 

 また、「カーブミラー設置等の陳情については、短期間での執行をお願いしたい」との

要望もございました。 

 続きまして、各特別会計決算でございますが、公共下水道事業特別会計決算の審査の過

程におきまして、「平成１６年度末の市債の借入残高が約１９１億円となっており、市の

財政における公共下水道事業の借金の比重が大変高いものになっている。どこまでも公共

下水道事業のみに頼っていくというやり方の見直しをする必要があるのではないのか」と

の質疑に対し、「現在、整備しております市街化区域内の整備方法については、現時点で

は公共下水道の整備がベストであると考えています。しかしながら、状況の変化を見なが

ら整備手法の見直しについても検討してまいりたいと思っております」との答弁がござい

ました。 

 なお、競輪事業、国民健康保険事業、索道事業、と場事業、青果市場事業、同和地区住

宅資金貸付事業、土地取得事業、駐車場事業、交通災害共済事業、老人保健事業、介護保

険事業の各会計決算につきましては、特に御報告申し上げる質疑等はございませんでした。 

 審査を尽くしたところで、認定についてお諮りいたしましたところ、「一般会計におい

て国庫補助負担金及び地方交付税が三位一体改革の中で削減され、非常に財政的に厳しい

状況に置かれている中で、駅北再開発事業、再開発ビルに多額な市費が投入されているこ

と、学校移転対策関連事業に約８億円の巨額な支出がなされていること、庁舎建設基金の

積み立て計画があいまいになっていること、住民サービスの低下を招くごみ収集及び学校

用務員の民間委託が実施されていること。また、結果として２市４町の合併は休止となっ

たが、この合併のための予算が一部執行されていること、さらに、消費税が賦課されてい

ること。次に、国民健康保険事業特別会計において約２億円の予備費及び約３億

５，６００万円の基金があるにもかかわらず市民の負担が軽減されていないこと、また、

経済的な理由から保険料の納付が困難な納付者に対して、条例で定める保険料の申請減免
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が拡大されていないこと。また、介護保険事業特別会計において、基本的に低所得者層に

負担を強い、高所得者層には負担を軽減し、広く国民から保険料を取るという形の制度で

あり、制度そのものに問題があること。次に、索道事業、と場事業、青果市場事業、公共

下水道事業及び駐車場事業特別会計において、一般会計で述べたように消費税が賦課され

ていること」との反対意見がございましたので、挙手による採決の結果、賛成多数により

原案のとおり承認した次第でございます。 

 以上、御報告申し上げますので、よろしく御審議のほどお願いいたします。 

○議長（久保 玄爾君） ただいまの一般・特別会計決算特別委員長の報告に対する質疑

を求めます。 

〔「進行」と呼ぶ者あり〕 

○議長（久保 玄爾君） 質疑を終結して討論を求めます。２５番。 

○２５番（田中 健次君） ただいま上程されております認定第２号に反対の立場から討

論いたします。 

 一般会計においては、行革による民間委託などで市民サービスの低下になっていること、

応能負担原則であるべき税に対し消費税が使用料等に転嫁されていることにより、反対を

いたします。 

 国保会計については、高い保険料に多くの市民が負担を感じている現実があり、市町村

の自治事務として保険料を下げるべきであり、賛成しがたいものであります。 

 また、介護保険については、介護保険の導入によって低所得者層には負担を強い、また

逆に高所得者層には負担を軽減するなど、応能による福祉制度を根底から変えていく制度

であり、この特別会計にも反対をいたします。 

 さらに、索道、と場、青果市場、公共下水道、駐車場については、一般会計で述べまし

たように、消費税が賦課されており反対をいたします。 

○議長（久保 玄爾君） １０番。 

○１０番（木村 一彦君） 日本共産党は、この一般会計決算と特別会計のうち、国民健

康保険事業特別会計決算に反対いたします。 

 一般会計の方は、当初予算で反対した内容がほぼそのとおり執行されておりますので、

反対いたします。 

 中身としましては、国庫補助負担金、地方交付税の削減による財政難の中で、駅北再開

発事業に多額の市費が支出されておりますが、その理由となっている公共公益施設はもと

もと市民の要求から出発したものではないということ。また、結果として合併は休止とな

りましたが、合併推進のための予算がこの当年度も執行されていること。さらには住民サ
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ービスの低下を招くごみ収集の民間委託や学校用務員の民間委託が実施されており、自治

体本来の仕事がなおざりにされていること。これらが主な内容であります。 

 なお、当初の財政計画にはなかったにもかかわらず、突如として多額の市費投入となっ

た多々良学園移転に伴う学校移転対策関連事業が当年度も執行されております。御承知の

ように、これは地域振興という名目で多額の市費が投入されたわけでありますが、最近に

なりまして、肝心のこの多々良学園が経営破たんしたということで、まさにこの市費投入

がいかがなものであったのかということも問われるべきだと思います。 

 また、財政運営上の問題としては、先ほど委員長報告もありましたように、実質収支で

１８億７，０００万円もの多額の黒字を出し、結果として１２億３，６００万円の予備費

計上となったと。これも予算の編成や執行上問題があるというふうに思います。 

 以上が一般会計です。 

 特別会計のうち、国民健康保険事業特別会計は、当初予算の反対討論でも述べましたけ

れども、この当年度の医療分の保険料が初めて１世帯当たり５，４４７円引き下げられま

したけれども、そしてこれは高く評価するものでありますけれども、それでも介護分が上

がりましたので、結果として合わせると１世帯当たり５，９００円の値上げとなっており

ます。 

 特に、当年度の国保会計は、実質収支で２億円余りの黒字、単年度収支では１億

９，６００万円余りの赤字で、前年に比べれば、いわゆる採算は悪くなっておりますけれ

ども、それでもまだ１億円余の予備費と３億６，０００万円弱の基金があります。いわゆ

る会計の余裕を持っております。この余裕の一部を使って市民の負担軽減を図ることは可

能だと考えております。 

 さらに、当年度は２５７件の短期被保険者証、１９６件の資格証明書が発行されており

ます。これらの人たちは、仮に医療機関にかかった場合には窓口で全額医療費を支払わね

ばならないことになりまして、実際上は病気になっても医者に行けない状況に追い込まれ

ておるわけでございます。民間の生命保険とは違いまして、国民健康保険が義務加入とな

っているわけでありますから、これは社会保障の一環としての役割を持っていることは明

白であります。この点からも、こういう市民の生命にかかわることに、生命を危うくする

ような、こういう保険証の発行はやめるべきだと思います。 

 また、さまざまな事情で経済的困難に陥っている人に対して、条例で定める保険料の申

請減免、これがもっと活用されるべきだと思いますが、実際には当年度もこれがやられて

いないということも問題を残しておると思います。 

 以上が国民健康保険事業特別会計決算に反対の理由であります。 
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 以上であります。 

○議長（久保 玄爾君） 討論を終結してお諮りいたします。本件については反対の意見

もありますので、起立による採決といたします。認定第２号については、一般・特別会計

決算特別委員長の報告のとおり、これを認定することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成者 起立〕 

○議長（久保 玄爾君） 起立多数でございます。よって、認定第２号については、これ

を認定することに決しました。 

───────────────────────────────────────── 

承認第５号専決処分の承認を求めることについて 

○議長（久保 玄爾君） 承認第５号を議題といたします。理事者の補足説明を求めます。

市長。 

〔市長 松浦 正人君 登壇〕 

○市長（松浦 正人君） 承認第５号専決処分の承認を求めることについて御説明申し上

げます。 

 本案は、市営田島住宅のうち身体障害者用住宅２戸について、天井部分にアスベストを

含有する製品が使用されていることが判明したため、これの除去作業等を実施することに

伴い、平成１７年度の一般会計予算を補正する必要が生じましたが、市議会にお諮りする

いとまがございませんでしたので、専決により措置したものを、このたび御承認いただく

ものでございます。 

 今 回 の 補 正 の 内 容 に つ き ま し て は 、 歳 出 で 工 事 請 負 費 の 経 費 と し て ２ １ ４ 万

２，０００円増額し、これと同額を予備費から減額したものでございます。 

 御承認くださるようお願い申し上げます。 

○議長（久保 玄爾君） 本件に対する質疑を求めます。 

〔「進行」と呼ぶ者あり〕 

○議長（久保 玄爾君） 質疑を終結してお諮りいたします。本件については委員会付託

を省略したいと思いますが、御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（久保 玄爾君） 御異議ないものと認めます。よって、討論を求めます。 

〔「進行」と呼ぶ者あり〕 

○議長（久保 玄爾君） 討論を終結してお諮りいたします。本件については、これを承

認することに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 
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○議長（久保 玄爾君） 御異議ないものと認めます。よって、承認第５号については、

これを承認することに決しました。 

───────────────────────────────────────── 

報告第３０号専決処分の報告について 

○議長（久保 玄爾君） 報告第３０号を議題といたします。理事者の補足説明を求めま

す。市長。 

〔市長 松浦 正人君 登壇〕 

○市長（松浦 正人君） 報告第３０号専決処分の報告について御説明申し上げます。 

 本案は、議会の委任による専決処分をすることができる事項に基づき、防府市営住宅の

明渡等請求に関する和解について、専決処分したものでございます。 

 専決処分の内容でございますが、本年９月の定例市議会において御報告いたしました防

府市営住宅の明渡等請求に関する訴えのうち、報告第２７号につきまして、お手元にお示

ししておりますとおり、被告と和解したものでございます。 

 以上、御報告申し上げます。 

 なお、９月の定例市議会で御報告いたしました訴えの提起２件のうち、１件につきまし

ては和解が成立し、１件につきましては現在、山口地方裁判所で裁判中であることを御報

告申し上げます。 

○議長（久保 玄爾君） ただいまの補足説明に対して質疑を求めます。 

〔「進行」と呼ぶ者あり〕 

○議長（久保 玄爾君） 以上で、報告第３０号を終わります。 

───────────────────────────────────────── 

議案第９８号職員の給与に関する条例等中改正について 

○議長（久保 玄爾君） 議案第９８号を議題といたします。理事者の補足説明を求めま

す。市長。 

〔市長 松浦 正人君 登壇〕 

○市長（松浦 正人君） 議案第９８号職員の給与に関する条例等中改正について御説明

申し上げます。本案は、職員等の給与の改定についてお願いするものでございます。 

 改正の内容につきましては、お手元の参考資料にお示ししておるとおりでございますが、

国家公務員に準じ、本年１２月から給料を０．３％引き下げ、扶養手当を一部減額し、本

年１２月に支給する勤勉手当を０．０５月分増額するとともに、本年４月からこの改定の

実施前までの期間に係る給与の官民較差相当分を解消するため、本年１２月に支給する期

末手当につきまして所要の調整を行い、あわせて通勤手当の支給対象から「徒歩を常例と
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する職員」を除外しようとするものでございます。 

 なお、来年度以降の勤勉手当につきましても、支給割合を変更しようとするものでござ

います。 

 また、職員の勤勉手当の改定に伴い、議員、市長等の特別職及び教育長の期末手当につ

きまして、職員の例により所要の改正を行うものでございます。 

 よろしく御審議のほどお願い申し上げます。 

○議長（久保 玄爾君） 本案に対する質疑を求めます。１１番。 

○１１番（山本 久江君） １点だけお伺いしたいと思いますが、人勧の給与改定の根拠

となっております官民較差ですね。県の人事委員会が職員の給与等に関する報告と勧告の

中で、県内の官民給与較差を調査、報告いたしておりますけれども、勧告は県内情勢とは

かけ離れたものとなっております。これ一つとってもさまざまな問題があるわけですけれ

ども、今回、市職員組合との交渉を経て、人勧準拠となりましたこの経緯と市の考え方に

つきまして、お尋ねしたいと思います。 

○議長（久保 玄爾君） 総務部長。 

○総務部長（嘉村 悦男君） まず経緯でございますけれども、職員組合とは３回の交渉

をいたしておりまして、３回目で合意に至ったといった経緯をたどっております。 

 それから、考え方でございますが、やはり職員組合からは県の人事委員会の勧告と人事

院の勧告とが、内容が異なるのではないかといった御指摘も論戦をしたわけでございます

が、その考え方でございますけれども、いわゆる調整率といったものが一番の問題となっ

ておりまして、人事院は４月から１２月までの年間の調整率といったもので０．３６％と

いったものを挙げております。県が、そのあたりが０．１２でいいではないかといった人

事委員会の勧告でありました。 

 そこが違っていたわけでありますけれども、その考え方の整理の仕方といったものがあ

るわけでして、これまで防府市におきましては、人勧準拠といった一つの物差しを基準と

いたしてまいりました。今回、県の方が０．１２という調整率を少なくした方がいいとい

う物差しであったわけですけれども、これまでの物差しといったものはやはり変えるべき

ではないといったものが私ども執行部の考え方であります。 

 と申しますのは、県の人事といったものについては、これから、マスコミにありますよ

うに、権限機能を強化しなさいといったマスコミの論調等もございます。ですから、その

地域の経済性が、給与がその県の人事委員会として発揮されるならば、例えばの話でござ

いますけれども、期末勤勉手当、その地域経済の景気が悪い場合については、逆にマイナ

スになる場合もあるというような状況等々を踏まえましたときに、やはり全国津々浦々で
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採用しております人事院という基準を採用すべきではないかといったことを申し上げたわ

けでございます。 

 したがって、組合との相違点は調整率の０．３６なのか０．１２をとるのかといったと

ころが最終的な論点となりまして、都合３回の交渉を経まして、その点については不満で

はあるけれども了解したという合意点に達しまして、この給与条例の改正議案を提出した

ところであります。 

 以上です。 

○議長（久保 玄爾君） 質疑を終結してお諮りいたします。本案については委員会付託

を省略したいと思いますが、御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（久保 玄爾君） 御異議ないものと認めます。よって、討論を求めます。１１番。 

○１１番（山本 久江君） ただいま議題となっております議案第９８号職員の給与に関

する条例等中改正につきましては、日本共産党は反対の立場を表明したいと思います。 

 今回の改定は、主に期末勤勉手当は０．０５引き上げるものの、職員の給料月額の

０．３％引き下げ、扶養手当の５００円減額等となっておりまして、一昨年に続く給与引

き下げで、人事院勧告に基づいたものとなっております。 

 今回の人勧のマイナス勧告は官民較差が理由となっておりますけれども、御承知のよう

に２００５年春闘の１．４７％賃上げや、地方の最低賃金が引き上げられた事実から見て

も到底認められるものではございません。そして、こうした職員の給与引き下げは、公務

関連の職員等の暮らしに直接影響を与えるばかりか、公務あるいは民間の賃下げの悪循環

を引き起こしていくと。また、地域経済の再生に力を尽くす地域産業に重大な打撃を与え

るものとなります。また、年金や恩給の給付削減、あるいはまた、社会保障費等の給付削

減にも連動いたしまして、多くの住民の暮らしの困難につながっていくものと考えます。 

 さらに指摘しなければならないことは、これが、ただいま説明がありましたように４月

にさかのぼるマイナス改定でありまして、不利益不遡及の原則に反するということ。つま

り、労働条件の切り下げなどの不利益は過去にさかのぼって適用してはならない、こうい

う原則をも踏みにじる、いわゆる調整措置がとられていることは大きな問題だと考えてお

ります。 

 職員の給与があくまで生計費原則で、生活向上を図るためのものとして条例化されまし

て、不利益な遡及はするべきではないというふうに考えますので、本議案につきましては

反対の立場を表明いたします。 

○議長（久保 玄爾君） 討論を終結してお諮りいたします。本案については反対の意見
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もありますので、起立による採決といたします。議案第９８号については、これを可決す

ることに賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成者 起立〕 

○議長（久保 玄爾君） 起立多数でございます。よって、議案第９８号については原案

のとおり可決されました。 

───────────────────────────────────────── 

議案第 ９９号平成１７年度防府市一般会計補正予算（第５号） 

議案第１００号平成１７年度防府市競輪事業特別会計補正予算（第２号） 

議案第１０１号平成１７年度防府市国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号） 

議案第１０２号平成１７年度防府市索道事業特別会計補正予算（第１号） 

議案第１０３号平成１７年度防府市青果市場事業特別会計補正予算（第１号） 

議案第１０４号平成１７年度防府市公共下水道事業特別会計補正予算（第２号） 

議案第１０５号平成１７年度防府市交通災害共済事業特別会計補正予算（第２号） 

議案第１０６号平成１７年度防府市介護保険事業特別会計補正予算（第２号） 

○議長（久保 玄爾君） 議案第９９号から議案第１０６号までの８議案を一括議題とい

たします。理事者の補足説明を求めます。助役。 

〔助役 土井  章君 登壇〕 

○助役（土井  章君） 議案第９９号から議案第１０６号までの８議案について、一括

して御説明申し上げます。 

 今回、補正をお願いいたしておりますのは一般会計をはじめ競輪事業特別会計、国民健

康保険事業特別会計、索道事業特別会計、青果市場事業特別会計、公共下水道事業特別会

計、交通災害共済事業特別会計、介護保険事業特別会計の計８会計でございますが、ただ

いま議案第９８号で議決いただきました職員の給与改定及び職員数の変動等に伴います給

料、職員手当、共済費の補正等をいたすとともに、一般会計、特別会計間の繰出、繰入金

の調整をお願いいたすものでございます。 

 よろしく御審議のほどお願い申し上げます。 

○議長（久保 玄爾君） ただいまの補足説明に対して、一括して質疑を求めます。 

〔「進行」と呼ぶ者あり〕 

○議長（久保 玄爾君） 質疑を終結して、お諮りいたします。ただいま議題となってお

ります８議案については委員会付託を省略したいと思いますが、御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（久保 玄爾君） 御異議ないものと認めます。よって、一括して討論を求めます。
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１１番。 

○１１番（山本 久江君） 一括上程されておりますが、議案第９８号で反対いたしまし

たその内容が予算化されております。よって、賛成しがたい態度を表明したいと思います。 

○議長（久保 玄爾君） 討論を終結して、お諮りいたします。ただいま議題となってお

ります８議案については反対の意見もありますので、起立による採決といたします。議案

第９９号から議案第１０６号までの８議案については、これを可決することに賛成の議員

の起立を求めます。 

〔賛成者 起立〕 

○議長（久保 玄爾君）  起立多数でございます。よって、議案第９９号から議案第

１０６号までの８議案については、原案のとおり可決されました。 

───────────────────────────────────────── 

○議長（久保 玄爾君） 以上で、今期臨時会に付議された案件はすべて議了いたしまし

た。 

 これをもちまして、平成１７年第４回防府市議会臨時会を閉会いたします。 

 お疲れさまでした。 

午前１０時４４分 閉会 

───────────────────────────────────────── 

  地方自治法第１２３条第２項の規定により署名する。 

   平成１７年１１月２５日 

 

               防府市議会議長   久 保 玄 爾 

 

               防府市議会議員   原 田 洋 介 

 

               防府市議会議員   河 杉 憲 二 
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